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1969 年当時の鷹取工場　機関車職場

ボイラーやシリンダー周りの熱発散防止に使用された石綿布団
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原田重治さん　1939（昭14）年～1959（昭
34）年まで機関車職場でシリンダー関連の
修理、検査業務に従事。胸膜中皮腫で2006年
11 月認定村川昌弘弁護士
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〒136-0071 東京都江東区亀戸7-10-1 Ｚビル５ＦTEL(03)3636-3882/FAX(03)3636-3881
E-mail:banjan@au.wakwak.com URL:http://park3.wakwak.com/~banjan

2005 年夏のクボタ・ショックはアス
ベスト被害が職業病にとどまらない、
工場や鉱山などの周辺の近隣住民や一
般住民に対する公害病をも引き起こす
恐るべき産業災害であることを私たち
に突きつけました。
　しかし、このような事態は日本だけ
のことではありません。海外から研究
者らを招き、世界共通の解決策を探る
国際アスベスト会議にぜひご参加くだ
さい。
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(１）両肺野に石綿による不整倦陰影があり、
又は石綿による胸膜肥厚があること。
(２)下記の作業に１年以上従事した経験を有
し、かつ、初めて石綿等の粉じんにばく露
した日から10年以上経過していること。
○石綿の製造作業
○石綿が使用されている保温材、耐火被覆
材等の張り付け、補修もしくは除去の作業
○石綿の吹付けの作業又は石綿が吹き付け
られた建築物、工作物の解体、破砕等の作
業（吹き付けられた石綿等の除去の作業を
含む）

（３)(２)の作業以外の石綿を取り扱う作業に
10年以上従事した経験を有していること。

（４)（２)及び(３)に掲げる要件に準ずるもの
として厚生労働大臣が定める要件に該当す
ること。

（注意事項）
①対象者は石綿を直接取り扱う作業に継続
して従事していた者に限られる。

②交付要件の(４)の「厚生労働大臣が定め
る要件」については、(２)、(３)両方の従
事歴がある場合、次の算式により算出し
た数が120ヶ月以上であって、かつ、初
めて石綿等の粉じんにばく露した日から
10 年以上を経過していることとするこ
と。
　算式：（２）の従事期間の月数×10
　　　＋（３）の従事期間の月数
（例）（２）に６ヶ月間、（３）に６年間従
事していた場合
→〈６ヶ月×10〉＋６年（72ヶ月）
＝132ヶ月≧120ヶ月
　→手帳交付
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前列右から阿部知子議員、天明佳臣議長、井上浩顧問
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厚生労働省側の出席者たち
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労働者の心の健康の保持増進のための
指針（抜粋）

６ メンタルヘルスケアの具体的進め方
メンタルヘルスケアは、５に掲げる４つ
のケアを継続的かつ計画的に実施すること
が基本であるが、具体的な推進に当たって
は、事業場内の関係者が相互に連携し、以下
の取組を積極的に推進することが効果的で
ある。
（１）メンタルヘルスケアを推進するための
教育研修・情報提供
事業者は、４つのケアが適切に実施され
るよう、以下に掲げるところにより、それ
ぞれの職務に応じ、メンタルヘルスケアの
推進に関する教育研修・情報提供を行うよ
う努めるものとする。この際には、必要に
応じて事業場外資源が実施する研修等への
参加についても配慮するものとする。
なお、労働者や管理監督者に対する教育
研修を円滑に実施するため、事業場内に教
育研修担当者を計画的に育成することも有
効である。
ア 労働者への教育研修・情報提供
事業者は、セルフケアを促進するため、
管理監督者を含む全ての労働者に対し
て、次に掲げる項目等を内容とする教育
研修、情報提供を行うものとする。
① メンタルヘルスケアに関する事業場
の方針
② ストレス及びメンタルヘルスケアに
関する基礎知識
③ セルフケアの重要性及び心の健康問
題に対する正しい態度
④ ストレスへの気づき方
⑤ ストレスの予防、軽減及びストレス
への対処の方法
⑥ 自発的な相談の有用性
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⑦ 事業場内の相談先及び事業場外資源
に関する情報

イ 管理監督者への教育研修・情報提供
事業者は、ラインによるケアを促進する
ため、管理監督者に対して、次に掲げる項
目等を内容とする教育研修、情報提供を行
うものとする。
① メンタルヘルスケアに関する事業場の
方針
② 職場でメンタルヘルスケアを行う意義
③ ストレス及びメンタルヘルスケアに関
する基礎知識
④ 管理監督者の役割及び心の健康問題に
対する正しい態度
⑤ 職場環境等の評価及び改善の方法
⑥ 労働者からの相談対応（話の聴き方、情
報提供及び助言の方法等）
⑦ 心の健康問題により休業した者の職場
復帰への支援の方法
⑧ 事業場内産業保健スタッフ等との連携
及びこれを通じた事業場外資源との連携
の方法
⑨ セルフケアの方法
⑩ 事業場内の相談先及び事業場外資源に
関する情報
⑪ 健康情報を含む労働者の個人情報の保
護等
ウ 事業場内産業保健スタッフ等への教育
研修・情報提供
事業者は、事業場内産業保健スタッフ等

によるケアを促進するため、事業場内産業
保健スタッフ等に対して、次に掲げる項目
等を内容とする教育研修、情報提供を行う
ものとする。
また、産業医、衛生管理者、事業場内メ
ンタルヘルス推進担当者、保健師等、各事
業場内産業保健スタッフ等の職務に応じて
専門的な事項を含む教育研修、知識修得等
の機会の提供を図るものとする。

① メンタルヘルスケアに関する事業場の
方針
② 職場でメンタルヘルスケアを行う意義
③ ストレス及びメンタルヘルスケアに関
する基礎知識
④ 事業場内産業保健スタッフ等の役割及
び心の健康問題に対する正しい態度
⑤ 職場環境等の評価及び改善の方法
⑥ 労働者からの相談対応（話の聴き方、情
報提供及び助言の方法等）
⑦ 職場復帰及び職場適応の支援、指導の
方法
⑧ 事業場外資源との連携（ネットワーク
の形成）の方法
⑨ 教育研修の方法
⑩ 事業場外資源の紹介及び利用勧奨の方
法
⑪ 事業場の心の健康づくり計画及び体制
づくりの方法
⑫ セルフケアの方法
⑬ ラインによるケアの方法
⑭ 事業場内の相談先及び事業場外資源に
関する情報
⑮ 健康情報を含む労働者の個人情報の保
護等

（２）職場環境等の把握と改善
労働者の心の健康には、作業環境、作業
方法、労働者の心身の疲労の回復を図るた
めの施設及び設備等、職場生活で必要とな
る施設及び設備等、労働時間、仕事の量と
質、セクシュアルハラスメント等職場内の
ハラスメントを含む職場の人間関係、職場
の組織及び人事労務管理体制、職場の文化
や風土等の職場環境等が影響を与えるもの
であり、職場レイアウト、作業方法、コミュ
ニケーション、職場組織の改善などを通じ
た職場環境等の改善は、労働者の心の健康
の保持増進に効果的であるとされている。
このため、事業者は、メンタルヘルス不調
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の未然防止を図る観点から職場環境等の改
善に積極的に取り組むものとする。また、
事業者は、衛生委員会等における調査審議
や策定した心の健康づくり計画を踏まえ、
管理監督者や事業場内産業保健スタッフ等
に対し、職場環境等の把握と改善の活動を
行いやすい環境を整備するなどの支援を行
うものとする。
ア 職場環境等の評価と問題点の把握
職場環境等を改善するためには、まず、
職場環境等を評価し、問題点を把握するこ
とが必要である。
このため、事業者は、管理監督者による
日常の職場管理や労働者からの意見聴取の
結果を通じ、また、事業場内産業保健ス
タッフ等による職業性ストレス簡易調査票
などストレスに関する調査票等を用いた職
場環境等の評価結果等を活用して、職場環
境等の具体的問題点を把握するものとす
る。
特に、事業場内産業保健スタッフ等は中
心的役割を果たすものであり、職場巡視に
よる観察、労働者及び管理監督者からの聞
き取り調査、ストレスに関する調査票によ
る調査等により、定期的又は必要に応じ
て、職場内のストレス要因を把握し、評価
するものとする。職場環境等を評価するに
当たって、職場環境等に関するチェックリ
スト等を用いることによって、人間関係、
職場組織等を含めた評価を行うことも望ま
しい。
イ 職場環境等の改善
事業者は、アにより職場環境等を評価
し、問題点を把握した上で、職場環境のみ
ならず勤務形態や職場組織の見直し等の
様々な観点から職場環境等の改善を行うも
のとする。具体的には、事業場内産業保健
スタッフ等は、職場環境等の評価結果に基
づき、管理監督者に対してその改善を助言

するとともに、管理監督者と協力しながら
その改善を図り、また、管理監督者は、労
働者の労働の状況を日常的に把握し、個々
の労働者に過度な長時間労働、過重な疲
労、心理的負荷、責任等が生じないように
する等、労働者の能力、適性及び職務内容
に合わせた配慮を行うことが重要である。
また、事業者は、その改善の効果を定期
的に評価し、効果が不十分な場合には取組
方法を見直す等、対策がより効果的なもの
になるように継続的な取組に努めるものと
する。これらの改善を行う際には、必要に
応じて、事業場外資源の助言及び支援を求
めることが望ましい。
なお、職場環境等の改善に当たっては、
労働者の意見を踏まえる必要があり、労働
者が参加して行う職場環境等の改善手法等
を活用することも有効である。

（３）メンタルヘルス不調への気づきと対応
メンタルヘルスケアにおいては、ストレ
ス要因の除去又は軽減や労働者のストレス
対処などの予防策が重要であるが、これら
の措置を実施したにもかかわらず、万一、
メンタルヘルス不調に陥る労働者が発生し
た場合は、その早期発見と適切な対応を図
る必要がある。
このため、事業者は、個人情報の保護に
十分留意しつつ、労働者、管理監督者、家
族等からの相談に対して適切に対応できる
体制を整備するものとする。さらに、相談
等により把握した情報を基に、労働者に対
して必要な配慮を行うこと、必要に応じて
産業医や事業場外の医療機関につないでい
くことができるネットワークを整備するよ
う努めるものとする。
ア 労働者による自発的な相談とセルフ
チェック
事業者は、労働者によるメンタルヘルス
不調への気づきを促進するため、事業場の



関西労災職業病 2007.10;No.373

実態に応じて、その内部に相談に応ずる体
制を整備する、事業場外の相談機関の活用
を図る等、労働者が自ら相談を受けられる
よう必要な環境整備を行うものとする。
また、ストレスへの気づきのために、ス
トレスに関する調査票や情報端末機器等を
活用し、随時、セルフチェックを行うこと
ができる機会を提供することも効果的であ
る。
イ 管理監督者、事業場内産業保健スタッ
フ等による相談対応等
管理監督者は、日常的に、労働者からの
自発的な相談に対応するよう努める必要が
ある。特に、長時間労働等により疲労の蓄
積が認められる労働者、強度の心理的負荷
を伴う出来事を経験した労働者、その他特
に個別の配慮が必要と思われる労働者か
ら、話を聞き、適切な情報を提供し、必要
に応じ事業場内産業保健スタッフ等や事業
場外資源への相談や受診を促すよう努める
ものとする。
事業場内産業保健スタッフ等は、管理監
督者と協力し、労働者の気づきを促して、
保健指導、健康相談等を行うとともに、相
談等により把握した情報を基に、必要に応
じて事業場外の医療機関への相談や受診を
促すものとする。また、事業場内産業保健
スタッフ等は、管理監督者に対する相談対
応、メンタルヘルスケアについても留意す
る必要がある。
なお、心身両面にわたる健康保持増進対
策（ＴＨＰ）を推進している事業場におい
ては、心理相談を通じて、心の健康に対す
る労働者の気づきと対処を支援することが
重要である。また、運動指導、保健指導等
のＴＨＰにおけるその他の指導において
も、積極的にストレスや心の健康問題を取
り上げることが効果的である。
ウ 労働者個人のメンタルヘルス不調を把

握する際の留意点
事業場内産業保健スタッフ等が労働者個
人のメンタルヘルス不調を把握し、本人に
対してその結果を提供するとともに、事業
者は必要な情報の提供を受けてその状況に
対応した必要な配慮を行うことも重要であ
る。ただし、ストレスチェック等を実施し、
保健指導等を行うためにその結果を事業者
が入手する場合には、７（１）に掲げる労
働者本人の同意の上で実施することが必要
である。これに加えて、ストレスチェック
等を利用して労働者個人のメンタルヘルス
不調を早期発見しようとする場合には、質
問票等に加えて専門的知識を有する者によ
る面談を実施するなど適切な評価ができる
方法によること、事後措置の内容の判断に
は医師の指導の下、問題を抱える者に対し
て事業場において事後措置を適切に実施で
きる体制が存在していること等を前提とし
て実施することが重要である。また、事業
者が必要な配慮を行う際には、事業者は、
ストレスチェック等により得られた情報
を、労働者に対する健康確保上の配慮を行
うためにのみ利用し、不適切な利用によっ
て労働者に不利益を生じないように労働者
の個人情報の保護について特に留意するこ
とが必要である。
また、労働安全衛生法に基づく健康診断
や一定時間を超える長時間労働を行った労
働者に対する医師による面接指導等によ
り、労働者のメンタルヘルス不調が認めら
れた場合における、事業場内産業保健ス
タッフ等のとるべき対応についてあらかじ
め明確にしておくことが必要である。
エ 労働者の家族による気づきや支援の促
進
労働者に日常的に接している家族は、労
働者がメンタルヘルス不調に陥った際に最
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毎日労働ニュース　2007年09月05日



関西労災職業病 2007.10;No.373

毎日労働

ニュース　2007年09月17日

民衆の
声　2007年09月07日
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初に気づくことが少なくない。また、治療
勧奨、休業中、職場復帰時及び職場復帰後
のサポートなど、メンタルヘルスケアに大
きな役割を果たす。
このため、事業者は、労働者の家族に対
して、ストレスやメンタルヘルスケアに関
する基礎知識、事業場のメンタルヘルス相
談窓口等の情報を社内報や健康保険組合の
広報誌等を通じて提供することが望まし
い。また、事業者は、事業場に対して家族
から労働者に関する相談があった際には、
事業場内産業保健スタッフ等が窓口となっ
て対応する体制を整備するとともに、これ
を労働者やその家族に周知することが望ま
しい。

（４）職場復帰における支援
メンタルヘルス不調により休業した労働
者が円滑に職場復帰し、就業を継続できる
ようにするため、事業者は、その労働者に
対する支援として、次に掲げる事項を適切
に行うものとする。
① 衛生委員会等において調査審議し、産
業医等の助言を受けながら職場復帰支援

プログラムを策定すること。職場復帰支
援プログラムにおいては、休業の開始か
ら通常業務への復帰に至るまでの一連の
標準的な流れを明らかにするとともに、
それに対応する職場復帰支援の手順、内
容及び関係者の役割等について定めるこ
と。
② 職場復帰支援プログラムの実施に関す
る体制や規程の整備を行い、労働者に周
知を図ること。
③ 職場復帰支援プログラムの実施につい
て、組織的かつ計画的に取り組むこと。
④ 労働者の個人情報の保護に十分留意し
ながら、事業場内産業保健スタッフ等を
中心に労働者、管理監督者がお互いに十
分な理解と協力を行うとともに、労働者
の主治医との連携を図りつつ取り組むこ
と。
なお、職場復帰支援における専門的な
助言や指導を必要とする場合には、それ
ぞれの役割に応じた事業場外資源を活用
することも有効である。
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　　　全国労働安全衛生センター連絡会議
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（http://www.atworx.co.jp/works/pub/28.html）
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